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神奈川県議会２０２０年第３回定例会 前半（2020/9/7～10/13） 

君嶋ちか子議員の代表質問と答弁 
2020年9月14日（月） 

＊一問一答形式に編集 

（文責：日本共産党神奈川県議団） 

＜質問項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】コロナ禍における対応について 

（１）ＰＣＲ検査を拡大することについて 

［君嶋議員］日本共産党の君嶋ちか子です。日本共産党神奈川県議会議員団を代表して質問

を行います。大きな課題の一つは、コロナ禍における対応についてです。最初に、ＰＣＲ検

査を拡大することについて伺います。 

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、不安と制約を抱えた暮らしと営業を余儀なくされ

ています。切実な課題は多くありますが、私どもは感染抑制のためにはＰＣＲ検査の拡充が

重要だと考えています。 

日本のＰＣＲ検査数は、増えてきた現在でも１週間で約１８万件、ドイツでは１週間で約

８８万件、人口１千人当たり検査数ドイツ１２１．７件に対し、日本は１２．８件に過ぎま

せん。 

この事態に対し、日本共産党は度々ＰＣＲ検査を地域や施設全体に広げ、無症状感染者を

保護・隔離することにより感染予防に役立てることを提案してきました。日本医師会・神奈

川県医師会・東京都医師会なども同趣旨の提案を行い、厚労省の検査に対する姿勢も変わっ

てきました。 

その変化を受けて、県は７月１５日の厚労省文書に基づいて、感染リスクの高い場所や人

については濃厚接触者に限らず検査を行うなど、ＰＣＲ検査を戦略的に拡大する考えを示し
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ました。これは私ども県議団としても度々求めたものであり、県が厚生労働省の姿勢を受け

とめたものとして歓迎しています。 

県内では８月に医療・介護施設・学校・保育園などにおいてクラスターが相次ぎ、いよい

よ検査が重要になっています。 

さらに厚労省は、８月７日には「感染が発生した店舗等に限らず、地域の関係者を幅広く

検査することが可能」、１８日には「感染が拡大している地域、また感染者がいなくても医療

施設や高齢者施設などで、働く人への幅広い行政検査は可能」との文書を示しました。但し、

判断は自治体に委ねられるため、取り組みに差が生じる余地があります。県全体の感染者を

抑制するという立場から、保健所設置市とも積極的な連携が必要です。 

そこで知事に伺います。 

神奈川県においても、８月７日及び１８日の厚労省文書を踏まえ、より「幅広く行政検査

対象を広げること」及び「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域

においては、感染者がいない場合であっても医療施設や高齢者施設などで働く人に対し行政

検査を実施すること」が必要と考えますが、見解を伺います。また、県内の感染予防という

観点からは保健所設置市との連携及び県全体としての協調が必須かと思われますが、併せて

見解を伺います。 

 

［黒岩知事］君嶋議員のご質問に順次お答えしてまいります。コロナ禍における対応につい

て何点かお尋ねがありました。まず、ＰＣＲ検査を拡大することについてです。 

本県の新型コロナウイルスの新規発生患者は、８月上旬と比較して減少傾向にあるものの、

医療機関、福祉施設、学校等でクラスターが発生するなど、依然として予断を許さない状況

が続いています。 

そこで県では、医療機関などクラスター化の懸念がある施設において、陽性患者が発生し

た場合に濃厚接触者以外にも検査の範囲を広げて行う「集中検査」を実施しており、既にこ

れまで８施設で１,０４４人の検査を実施しています。 

今後は多数の感染者やクラスターが発生している施設と同じ地域の同種の施設において、

感染者が発生していなくても、感染リスクや地域の状況をモニタリングしながら、必要に応

じて検査を行なってまいります。 

また、県全体で効果的に感染対策を行うためには、保健所設置市との連携強化が不可欠で

す。そこで、日々の課題等を共有し共に考えることが重要であることから、政令市の職員に

県のコロナ対策本部に参画してもらい、情報等を共有するとともに、軽症者への健康観察等

の業務も共同で実施しています。 

今後とも保健所設置市をはじめ県内全市町村と連携し、オール神奈川での感染症対策にし

っかりと取り組んでまいります。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］これまでの要望を申し上げます。 

ＰＣＲ検査につきましては、検査対象を濃厚接触者に限らないというこれまでの姿勢をさ

らに進め、今回、これまでの基準を超えて、状況によっては感染者がいなくても行政検査の

対象とすることを明らかにしていただきました。今後、状況に応じて検査体制をさらに拡充

することを求めたいと思います。 

また、保健所設置市においては、クラスターの発生があったにもかかわらず、検査実施が
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不十分だった例を残念ながら聞いております。県内全体の感染抑制という点から、協調を働

きかけていただくことを重ねて求めたいと思います。 

 

（２）コロナ禍で明らかになった神奈川の貧困について 

ア）生活福祉資金に殺到する生活困窮者について 

［君嶋議員］次に、コロナ禍で明らかになった神奈川の貧困についてです。第一に、生活福

祉資金に殺到する生活困窮者について伺います。 

生活福祉資金貸付制度は、コロナ

禍の下で申請数が急増しました。 

昨年度一年間で緊急小口資金１

９７件、総合支援資金５件であった

ところ、今年度４月から７月までの

申請は緊急小口資金３７，７８８

件、総合支援資金１３，７７２件と、

両資金合せ4カ月間だけで昨年度一

年間の２５５．２倍に膨れ上がりま

した。 

県社会福祉協議会は体制が追いつかず大変苦労されたと思いますが、事務の遅れに対する

悲鳴が私どもに実に多く寄せられました。例えば「審査加速求めて下さい。このままだと消

費者金融や闇金に飛ぶしかありません」、また「コロナで亡くなるより自殺者の方が多くなり

ます」、さらに「暑くなるのに子どもの着替えも買えません」、また「通帳に４８円しか残っ

ていません」などと続きます。この方たちの申請に至った事情に少し触れます。 

Ｓさんは１月にパワハラによる休職に追い込まれ、復職後に発熱、コロナの疑いもあり休

まざるを得ず、結果的に退職に至りました。 

Ａさんは小学生の子のシングルマザー、民間保育園の保育士ですが、３月の一斉休校では

１カ月仕事を休まざるを得ず無給、かつ普段は給食費免除のところ、食費がかかることも響

きました。休校解除後も感染予防の観点から、少しの体調変化でも出勤停止、減収が続き家

賃・光熱費２カ月滞納、アパート退出を求められていました。貯金はゼロです。 

Ｈさんはコロナの影響で解雇。雇用保険を受給中ですが、家族３人の生活が成り立たず総

合支援資金を申し込みました。１０年前の総合支援資金を今も返済中です。また、ようやく

入金があり、「これで子どもにオムレツを食べさせることができます」という連絡には、むし

ろ胸が詰まってしまいました。 

この膨大な申請は、神奈川県で働く人たちがいかに脆弱な経済基盤で暮らしているかを示

しています。「まじめに働いていても不測の事態が起きれば直ちに生活の底が抜ける」、「貯蓄

など到底不可能な賃金」、「約６割支給の雇用保険では生活が成り立たない低賃金」、「労使双

方の認識不足から休業補償制度等の活用にも至らない」等の実態が浮かび上がります。 

コロナ感染症は経済的弱者の生活を直撃しました。そして、この困難を支える制度が、ほ

ぼ「生活福祉資金」、「融資」に限られたというのが現状です。働く状況の改善が必須ですが、

一方で社会保障の充実、ベーシックインカムの創設など生活を守る施策も求められています。 

そこで知事に伺います。 

コロナ禍で明らかになった生活基盤の脆弱性、県民の暮らしを覆う困難を知事はどのよう

に受け止めているのか伺います。また、貸付ではなく生活を保障する給付金制度などの方策
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を探る必要があると思いますが、併せて見解を伺います。 

 

［黒岩知事］次に、貧困対策についてお尋ねがありました。まず、生活困窮者の対応につい

てです。 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、収入の減少など、日々の生活に不安を

抱える県民が増えていることを私は大変憂慮しています。県民の暮らしを守ることは、何よ

り重要であると認識しています。 

これまで県では生活福祉資金の財源を確保するとともに、その貸付を行う県社会福祉協議

会には延べ４００人を超える県職員を派遣して、迅速な貸付に向けて支援してきました。ま

た、県が所管する町村域においては、生活に困窮する方を支援する相談員の増員や、家賃の

支払いが困難になった方に対する住居確保給付金を支給し、県民の生活を守るために取り組

んできました。 

引き続き新型コロナウイルス感染症に対応するため、県では社会福祉資金の貸付原資のさ

らなる積み増しと、生活に困窮する方の相談体制強化のための補正予算案を今定例会に提出

しました。 

ご提案の「生活を保障する給付金」については、全国一律の制度として国において検討さ

れるべきものと認識しています。 

県ではこうした取り組みにより、生活に不安のある県民に必要な支援を行うとともに、貸

付期間の延長や償還免除の対象者の拡大など、生活福祉資金制度の充実や財源確保について

も、国に要望してまいります。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］コロナ禍で生じている生活の困難については、根本的には日本の働き方を変え

なければなりません。しかしながら、現段階で可能な機能を最大限発揮していただきたいと

思います。 

 

イ）働く現場の問題解決について 

［君嶋議員］第二に、働く現場の問題解決について伺います。 

働き方も多くの課題を抱えています。非正規労働者は２０１９年には雇用労働者の３８，

３％に達しています。低賃金とともに、契約解除や雇止めは少なくありません。さらに、労

働者保護を伴わないフリーランスの形態も増えています。この不安定な働き方は、コロナ禍

の下でリーマンショック時以上の困難に陥っています。 

この事態に対しては、法整備や安定した雇用の確立が不可欠ですが、ここでは県で対応可

能な当面の課題として、労働センターの役割について伺います。 

神奈川労働センターが、法律や諸制度の労使双方への周知、制度の活用を速やかに進める

ための支援、雇用等に関わるトラブル解消などに向けて、より適切に役割を果たすことが重

要です。また、さらに多くの方に当センターの支援が可能となるよう、拡充を図ることも必

要です。 

この状況下で、地域の労働組合も大きな力を発揮しています。神奈川労連の労働相談は、

過去最多となっています。派遣労働者Ｓさんは、コロナによる休業期間中の補償がないまま

雇止めになりましたが、組合に加盟し、団体交渉によって休業補償と雇止め後の給与補償を

勝ち取りました。このような例は少なからずあります。労働センターが労働組合との連携を
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強めることも、より求められていると思います。 

そこで知事に伺います。 

かながわ労働センター職員の増員とともに、実態に即してフリーランスを労働相談の対象

として位置づけることや、労働組合との連携を強化するなどの柔軟な対応を行い、機能を拡

充させることが必要であると考えますが、見解を伺います。 

 

［黒岩知事］次に、働く現場の問題解決についてです。 

県の労働相談は、公正で中立な立場から労働問題の自主的解決を促進し、働きやすい労働

環境づくりを目指すという大変重要な役割を担っています。 

かながわ労働センターでは、様々な相談に対し法律や制度に即して助言するほか、 相談内

容に応じ労使双方から事情を聞いて解決に導く斡旋指導などを通じ、問題の解決を図ってい

ます。また、コロナ禍での新たな対応として、非常勤職員を増員した上で、よくある相談事

例と対応をホームページで情報提供するとともに、７月からはコロナ労働相談１１０番を開

設し、機能充実を図りました。 

フリーランスの方からの相談に関しては、話を伺う中で、労働者としての問題であると考

えられる場合は、労働相談で対応しています。一方で、事業主としての問題であると考えら

れる場合は、神奈川産業振興センターの「下請かけこみ寺」をご案内しています。また、相談

の内容が雇用主と労働組合との団体交渉にゆだねることが適当である場合には、地域の組合

の相談窓口をご紹介するなど、労働組合との連携も行なっています。 

今後もこうした取り組みを通じ、働く現場の問題の解決に向け的確に対応してまいります。 

 

＜再質問＞ 

［君嶋議員］では続きまして、再質問を行わせていただきます。 

再質問につきましては、先ほどの神奈川労働センターについてなんですが、フリーランス

を取り上げたのは、相談支援の対象を広げていただきたいという一つの例として取り上げま

した。また、労働組合との連携を挙げたのは、できるだけ実効性のある対応を求めるという

意味からです。 

そして、これについては、現状、まだ十分ではないという声も伺いましたので、取り上げ

させていただきましたが、生活苦、その根底にある働き方の問題が多く存在する中では、県

民の暮らしに寄り添うという点から現在の枠組みを乗り越える取り組みを求めたいと思いま

すが、どのように広げていくのか見解を伺います。 

 

［黒岩知事］それでは再質問にお答えいたします。 

より多くの県民のみなさまにかながわ労働センターの相談窓口を知っていただくことは大

変重要と考えておりまして、今年度も県のたよりの９月号で、労働相談窓口とコロナ労働相

談１１０番を紹介いたしました。今後も１０月から１２月にかけて、駅前などの人通りの多

い場所で街頭労働相談を行う中で労働相談窓口を周知するなど、様々な機会を通じてその周

知に努めてまいります。答弁は以上です。 

 

（３）米軍基地内感染対策について 

ア）米軍関係の感染状況について 

［君嶋議員］次に、米軍基地内感染対策についてです。第一に、米軍関係の感染状況につい
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て伺います。 

米軍基地の存在は県民に多くの困難を強いてきましたが、新型コロナ感染症に関わっても

米軍の特権行使が際立っています。米国は感染者６００万人、死者１８万５千人を超え、世

界一の感染国であり、日本政府は米国からの入国を禁止しています。しかし、米軍関係者は

例外となっています。 

米軍関連の新型コロナ感染症に

関わる事例では、神奈川県内に限っ

ただけでも深刻な事態が続いてい

ます。９月４日現在で米軍感染者数

は横須賀４１名、座間３名と、現存

感染者数のみ公表されています。 

３月下旬、千人以上のクラスター

が発生した原子力空母セオドアル

ーズベルトから、陽性者を含む３千

人が米海軍厚木基地と沖縄の米軍基地に移送される計画だったことが判明しました。結果的

には回避されましたが、日本には全く知らされていませんでした。 

３月３０日、米国防総省は、各基地の感染状況非公表の方針を発表しました。 

４月、厚木・横田基地で米兵の感染が確認された際にも人数を公表せず、非公表が相次ぎ

ました。 

７月には、羽田空港から入国した米軍関係者が、ＰＣＲ検査結果が出る前に横須賀市内の

宿泊施設に移動・滞在、その後陽性が判明しています。 

８月末には、横須賀基地を母港とする原子力空母ロナルドレーガンの乗員が、感染し下船

していたことがわかりました。年末には定期修理で横須賀に帰港の予定です。 

これらの事態に対し、住民の立場に立った動きも続きました。 

６月には、逗子市議会が感染状況の公表を国に求める意見書を可決しています。私ども県

議団も、南関東防衛局・知事などに、コロナ感染症の適正な管理を求め、それぞれ申し入れ

を行いました。これらとともに、沖縄県知事が直接交渉により感染者数公表の了解を得たこ

とや渉外知事会の働きかけもあり、米軍はようやく７月には各基地の感染者数を公表するよ

うになりました。 

７月２４日には、入国した全ての

在日米軍関係者にＰＣＲ検査を実

施すると発表しました。また、米軍

と政府は、各施設の現存感染者数を

週二回公表、地元保健所との情報共

有などを行うと発表しました。 

しかしながら情報は未だ不十分

です。新規感染者数、累積感染者数、

症状の程度、死者数、ＰＣＲ検査数

などの公表は、最低限必要です。 

そこで知事に伺います。 

県民の不安解消のためにも、有効な予防策を講じるためにも、県内で行われている公表内

容相当を米軍についても求めることが必要と考えますが、見解を伺います。また、基地従業
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員についてもＰＣＲ検査を実施することを米軍と政府に求めるべきと考えますが、併せて見

解を伺います。 

 

［黒岩知事］次に、米軍基地内の感染対策についてお尋ねがありました。まず、米軍関係の

感染状況についてです。 

神奈川県内で行われている公表内容相当を米軍に求めることについての見解ですが、基地

における感染症情報については、平成２５年の日米合意により、米軍の医療機関と自治体の

保健所との間で情報交換を行うこととされています。新型コロナウイルス感染症についても、

感染者が発生した際には当該感染者に対する詳細な情報が所管する保健所に来ています。 

一方で、感染者数の公表については米軍の運用に影響を与える恐れがあるとの理由から、

３月末の米国防省方針に基づき行われてきませんでした。これに対し、５月、渉外知事会に

おいて緊急要請を行い、７月には私自ら河野防衛大臣に要請し情報の公表を求めたところ、

米軍はこうした要請に応え当初の方針を柔軟に変更し、現在、基地ごとの感染者数等を公表

しています。 

このようなこれまでの経緯を踏まえ、現時点では県としてこれ以上の情報の公表を求める

考えはありません。 

次に、基地従業員へのＰＣＲ検査の実施についてです。 

７月に私が副本部長を務める全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部として緊急提言

を取りまとめ 、その中で基地従業員に対するＰＣＲ検査について国の責任において実施する

ことを要望しており、引き続きその実現を求めてまいります。 

 

イ）地位協定を見直し、国内法を適用することについて 

［君嶋議員］続いて、地位協定を見直し、国内法を適用することについて伺います。 

検疫法は入国者について日本側の検疫実施を定めていますが、米軍関係者が入国する際の

検疫は、米軍が実施しています。 

日米地位協定に検疫に関する定めがなく、１９９６年の日米合同委員会で、在日米軍基地

経由で入国する場合は「米軍が実施する検疫手続きの適用を受ける」とされているからです。 

また、感染症法は医療機関に保健所を通じた都道府県への届け出を義務づけており、保健

所はこれをもとに感染防止に努めます。ところが、米軍基地で発生した場合は例外となりま

す。２０１３年の日米合同委員会合意が、米軍と日本の衛生当局の相互通報・緊密な協力に

とどまっているため、保健所が直接調べることができないのです。 

外務省は、検疫法、感染症法いずれも、米軍の基地管理権を定めた「日米地位協定第３条

との調整が必要」としています。 

ドイツでは「伝染病の予防及び駆除」については「ドイツの法規及び手続きが適用される」

と、北大西洋条約機構軍地位協定に伴うボン補足協定で明記しています。地位協定の見直し

は様々な点から長年求められていますが、とりわけ感染症に関わる日本の主権回復は喫緊の

課題です。 

そこで知事に伺います。 

検疫や感染予防において、国内法の適用を可能とする地位協定改定を米国と政府に直ちに

求めることが必要です。見解を伺います。以上です。 

 

［黒岩知事］次に、地位協定を見直し、国内法を適用することについてです。 
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現行の日米地位協定では、在日米軍の活動に我が国の法令は原則として適用されません。

しかし、感染予防など基地周辺住民の方々の生活に大きな影響を与える可能性が高い分野に

ついては、米軍の活動に国内法令を適用することが必要だと考えています。 

このため、渉外知事会では、これまでも検疫や保健衛生等に関して国内法令を適用するこ

とを繰り返し求めてきました。本年８月１８日に実施した渉外知事会の定例要望においても、

改めて求めたところであります。 

今後も基地に起因する様々な課題を抜本的に解決するため、日米地位協定の改定に向けて

取り組んでまいります。答弁は以上です。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］また、日米地位協定の矛盾はあまりにも明らかですので、渉外知事会のみなさ

んの動きとも連動して、引き続き安心して暮らせる神奈川を目指していただきたいと思いま

す。 

 

 

【２】県政の諸課題について 

（１）特別支援学校過大規模化の解消について 

ア）特別支援学校の整備について 

［君嶋議員］続きまして課題の二つ目、県政の諸課題についてです。最初に、特別支援学校

過大規模化の解消についてです。第一に、特別支援学校の整備について伺います。 

私どもは特別支援学校の過大規模化の深刻な実態を踏まえ、整備の促進を度々求めてきま

した。それに対し、教育委員会は「神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会」の報

告を受け止めると答えています。特別支援学校の整備について、２０１９年３月の同検討会

中間報告は「地域的な課題にも対応しながら、整備を行う必要がある」とし、「児童・生徒数

は、特に、横浜市鶴見区・港北区・川崎市幸区・中原区での増加が顕著であり、今後も一定の

増加が見込まれる」としています。今年３月の同検討会最終まとめでも、「なお一層の整備を

行う必要がある」としています。 

また、川崎市は特別支援学校の設置義務者は県であることを明確にし、「今後も児童生徒数

の増加が特に見込まれる川崎市幸区・中原区の課題地域について問題解決の方向性を早急に

示すこと」、「特別支援学校の新設等により受け入れ枠を拡充すること」を度々求めています。 

資料によれば、この地域の川崎市

立特別支援学校在籍者数は、新設・

分教室設置などにより、２０１１年

３９５名から、２０２０年６２４名

と大きく増えています。 

藤沢市、大和市からも、県立特別

支援学校の設置要望が出されてい

ます。 

そこで教育長に伺います。 

特別支援学校の過大規模化の実態、「特別支援教育のあり方に関する検討会最終まとめ」及

び各自治体の要望などを真摯に受け止め、時期を明確にした特別支援学校整備計画を早急に

作る必要があると考えますが、見解を伺います。 
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［桐谷教育長］教育関係について、お答えします。特別支援学校の整備についてです。 

今後の特別支援学校の整備については、本県におけるインクルーシブ教育の進展や地域的

な人口増減等を勘案しながら、その方向性を見定めていくことが必要です。 

こうした点を踏まえ、平成３０年８月に設置した有識者を構成員とする「神奈川県の特別

支援教育のあり方に関する検討会」において、特別支援学校の整備のあり方についても議論

を進めていただきました。 

その結果、今年３月の検討会の最終まとめでは、「できるだけ児童生徒の居住地に近い学校

づくりを、県と市町村が積極的に連携、協力して検討していくこと」や、「地域における児童

生徒数等の現状と将来的な推移等を踏まえながら地域ごとに整備の方向性を明確にすること」

が望まれる、などの報告を受けました。 

県教育委員会では現在この報告を基に局内で検討を始めており、今後、国の「特別支援学

校設置基準」に関する新たな議論などを見据えながら、市町村教育委員会と連携しつつ、整

備の方向性について検討を進めてまいります。 

 

＜再質問＞ 

［君嶋議員］では、再質問をさせていただきます。 

まず最初に検討会報告についてですが、川崎市の要望でも数年に渡って必要な地域を明示

し整備の必要性を指摘しています。それにもかかわらず、これから整備の検討を始めるとい

うのでは、これほど長期間出されている検討結果や自治体からの要望を放置するのかと言わ

れても仕方がありません。 

最低でも検討の時期的な目途を明らかにする必要があると思いますが、見解を伺います。 

 

［桐谷教育長］君嶋議員の再質問にお答えいたします。 

本県の検討の整備について、いつまとめるのかと言うことでございますが、来年度の早い

時期には取りまとめたいというスケジュール感をもってやってきました。 

ただ、国における新たな設置基準の検討は、その方向性によっては、これからの施設整備

や既存の学校の改修等にも影響をしてくるものと思っております。 

必要な検討は進めてまいりますが、こうした国の動きがありますので、現時点で取りまと

めについては、私は改めてスケジュールを立てたいと考えております。 

 

イ）特別支援学校の設置基準について 

［君嶋議員］第二に、特別支援学校の設置基準について伺います。 

従来、特別支援学校にだけは設置基準がなく、過大規模化を招く要因ともなっていました

が、多くの団体からの要望、共産党の国会質問などを通じて、取り組みも進んでいます。 

文科省設置の有識者会議が「設置基準の策定」を求める「議論の整理案」を出したことを

取り上げた質問に対し、７月２２日、萩生田文科相は「有識者会議の議論を踏まえ検討を進

めていく」と答えています。 

そこで教育長に伺います。 

特別支援学校設置基準が設けられることは、特別支援学校整備の努力をしてきた神奈川県

としても、より強固な基盤を得ることになります。設置基準を国に求めるべきと考えますが、

見解を伺います。 
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［桐谷教育長］次に、特別支援学校の設置基準についてです。 

これまで国は、「特別支援学校については、在籍する児童生徒等の障がいの状態に応じ、必

要となる施設や設備が様々であること等から、一律の基準を設けることは困難」とし、特別

支援学校を整備する際、「留意事項」として「特別支援学校施設整備指針」を定めてきました。

本県においてもこの「指針」に基づき、特別支援学校の整備を進めています。 

そうした中、お話の「有識者会議」では、この８月に「設置基準について、様々な障がい者

等に対応できる、ベースとなる基準を検討すること」を国に対し求め、国も「検討を進めて

いく」としています。 

現時点では、国の検討の方向性や内容の詳細は明らかになっていません。私も、現在「指

針」があるように、何らかの目安の必要性はあると考えていますが、一方、国が一律の基準

は困難としてきた状況は変わっておらず、むしろ障がいの重複化や多様化が進む中で、より

一人ひとりの状態やニーズに合った支援が求められているとも認識しています。 

そこで、お尋ねの国への要望についてですが、まずはこうした実情等について国に直接伝

えながら、今後の検討の方向性などについて確認していきたいと考えております。以上でご

ざいます。 

 

＜再質問＞ 

［君嶋議員］もう一点、再質問をさせていただきます。 

設置基準について、文科省の検討状況に対して、その都度見極めながら意見を言うとの答

弁だったかと思いますが、文科省における議論でそのような場面があるかどうかも分かりま

せん。国の設置を求める、こういった基本姿勢を神奈川県からも求める必要があると思いま

す。先ほど多様性の中でそれが困難という指摘もありましたが、多様性はどの分野において

もありますから、最低基準を定めるということは可能かと思います。見解を伺います。以上

です。  

 

［桐谷教育長］それからもう一つ、設置基準の多様性で、国がどういう場面でというお話か

と思いますが、やはりまずは国はどういう方向でどういうスケジュールで検討をしていくの

か、これまで各地方公共団体が様々な工夫をした中で、特別支援学校の整備をしてきており

ます。そうした実情と、そして地域が抱える課題、ニーズ、そうしたものは、どういう形で国

が言うところの検討に反映をされていくのか、そういう点をまず私としては確認をしていき

たいということでございます。以上でございます。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］では要望を申し上げます。 

今のご答弁にも設置基準については国の動向を見極めながらということでしたけれども、

やはり様々な経験を積んでいる地域において、神奈川県の実態をよりリアルに伝えることが

望むべき設置基準の策定につながると思いますので、設置基準については早期に定めること

を促しながら、提出していっていただきたいと思います。 

現在、特別支援学校にだけ設置基準がない、結果的に日々過大規模による劣悪な環境のも

とで学ぶという差別的な状況を、早急に改善することを重ねて要望いたします。 

 

（２）ＪＦＥスチールの高炉休止について 
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ア）自治体の企業に対するはたらきかけについて 

［君嶋議員］次に、ＪＦＥスチールの高炉休止についてです。第一に、自治体の企業に対す

るはたらきかけについて伺います。 

企業の閉鎖や移転に対し、「企業の経営判断」、よって「自治体としては見守る」とよく言

われます。でも、自治体にも自治体としての立場や判断があります。双方で形作ってきた地

域に対し、一方の当事者として見解をもつことは当然です。その説明として、今回取り上げ

るＪＦＥスチールを例として用います。 

ＪＦＥスチールの前身である日本鋼管は、１９１２年の創立以来、神奈川県や川崎市、横

浜市と大きな関わりを持ってきました。１９３７年には、神奈川県が１０カ年事業で京浜工

業地帯の増設を行い、扇島を初めとする各地域を形作りました。 

京浜地区は日本鋼管の戦前からの拠点工場であり、日本を代表する京浜工業地帯の象徴的

な存在でした。公害対策や生産の合理化も埋め立て計画と相まって形成され、１９７０年に

は公害防止協定が結ばれています。 

最近では、インベスト神奈川によりＪＦＥの９５億円余りの事業拡張に対し、９億６，５

７７万円の助成を行い、２０１８年度に終了しています。 

また、川崎市は、ＪＦＥホールディングス及び関連企業と直近２年間で約１４９億円の契

約を交わしています。 

そこで知事に伺います。 

一般的に、企業を誘致する時と同様、既に存在する企業の撤退や閉鎖等に対しても、自治

体としてそれぞれの経緯を踏まえ、県内の雇用と経済を守るという立場から企業に働きかけ

ることはあり得ると考えます。見解を伺います。 

 

［黒岩知事］県政の諸課題について、何点かお尋ねがありました。まず、ＪＦＥスチールの

高炉休止についてです。はじめに、自治体の企業に対する働きかけについてです。 

本県では地域経済の活性化や雇用創出の観点から、成長産業や先端産業を担う企業に対し

て様々な支援策を設けて積極的に誘致を行い、産業の集積を図っています。 

一方、近年の変動の激しい社会経済情勢の中で、企業は生き残りをかけた経営判断として、

拠点の統廃合や見直しを行わざるを得ない場合があります。 

こうした中、県外流出や県内事業所の縮小を防止するためには、企業が現在の拠点を再編

する際に、県としても企業を支える取り組みが必要です。 

昨年度策定した企業誘致施策「セレクト神奈川 ＮＥＸＴ 」では、県内で再投資を行う場

合も補助の対象としましたので、企業が撤退や県外移転を検討しているという情報が事前に

得られた場合には、こうした支援策を活用しながら、県内での事業を継続していただけるよ

う働きかけてまいります。 

 

イ）高炉休止計画の見直しを求めることについて 

［君嶋議員］第二に、高炉休止計画の見直しを求めることについて伺います。 

３月にＪＦＥスチールは、京浜地区の高炉を２０２３年度をめどに休止すると発表しまし

た。一基しかない高炉の休止は、事業所閉鎖にもつながりかねません。また、配置転換は全

国規模にならざるを得ず、配置転換に応じられない労働者も多いと思われます。報道などに

よれば、従業員約１，２００人、関連企業約２，８００人の雇用に影響します。また、８千人

以上に及ぶ構内工事請負の労働者、さらに取引先企業が大きく影響を受けます。 
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ＪＦＥスチールは２０１９年度決算で８７億円の赤字としていますが、ＪＦＥホールディ

ングスの事業利益は３７８億円の黒字です。ＪＦＥホールディングスは創立以来４兆円を超

える経常利益を上げ、２０１８年度で１兆９，５００億円もの内部留保を抱えています。 

高炉休止による収益の改善は６００億円と見込まれていますが、巨大な内部留保で十分カ

バーできる金額です。また、仮にＪＦＥスチールの減産を前提としても、高炉複数稼働地区

による全国的調整も可能であり、京浜の鉄源を失う本計画が唯一の方策ではありません。 

企業には社会的責任があります。ＪＦＥスチールは国・自治体などから様々な支援を受け、

地域との関わりも大きく、消費者に支えられて発展してきました。そして何より、労働者の

技術によって利益を生み出してきています。短期的な利益追求の判断のみ優先し、労働者と

地域を放り出すことは許されません。 

コロナ禍の下で経済の低迷を余儀なくされている今こそ、国内需要を喚起し、国民の購買

力を生み出していくことが必要です。それぞれの企業が長期的視野を持つ必要があります。

それを促し、産業の発展や住民の暮らしを支えていくのが、国や自治体の役割ではないでし

ょうか。 

そこで知事に伺います。 

大企業が雇用と地域経済で果たす役割に照らし、また自治体が企業に関わってきた経緯を

踏まえ、神奈川県として高炉休止見直しの要請をすべきと考えますが、見解を伺います。 

 

［黒岩知事］次に、高炉休止計画の見直しを求めることについてです。 

ＪＦＥスチールは、その前身となる日本鋼管の時代から、京浜臨海部における中核企業の

一つとして、本県経済はもとより日本経済の基盤を長年支えてきており、その企業の高炉休

止計画の発表については、私も大変残念なことと受け止めています。ＪＦＥスチールのよう

な大企業が事業の縮小を行えば、多数の従業員の雇用や取引先の業績にも多大な影響を与え

ることになりかねません。 

しかし、経済のグローバル化により企業は厳しい競争にさらされており、常に生産体制な

どの見直しを通じ、経営の最適化を図っています。 

今回の高炉休止の計画も、需要低迷や原材料価格の高止まりなど厳しい事業環境の中、高

度な経営判断に基づき決定されたものであると認識しています。 

したがって、県として見直しを要請することは考えていませんが、ＪＦＥスチールからは

「従業員の雇用は確保する、協力会社等にも誠意をもって対応する」と報告を受けておりま

すので、地域経済や雇用への影響が最小限となるよう配慮を求めてまいります。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］次にＪＦＥに関わっては、他の自治体や海外にも見られるように、雇用と地域

経済を守るという姿勢を堅持していただきたいと思います。 

その点からは、大変残念なことであるという知事の見解もありましたが、その点で引き続

きこの見直しについて要望をしたいと思います。 

 

（３）神奈川県を災害から守ることについて 

［君嶋議員］続きまして、神奈川県を災害から守ることについてです。 

昨年甚大な被害を及ぼした台風１５号・１９号の記憶は、今も生々しいところです。私の

地元川崎市中原区におきましても、多摩川の水が下水を通じて逆流し、広範な地域が水に呑
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まれました。今後多摩川の水が堤防を越えることもあり得、雨のたびに地域の方は悪夢の再

来にならないかと怯えています。多摩川の浚渫や河岸整備が切実な要望です。再び被害を生

み出さないために、国及び自治体の力を最大限発揮することが望まれます。 

多摩川は国土交通省の管理であり、県の工事対象ではありませんが、国への働きかけを強

め、県内の安全確保に努めていただくことを強く要望します。 

さて、災害対策は多岐にわたりますが、今回は急傾斜地に限定して伺います。 

国土交通省によると、今年１月から６月に全国で発生した土砂災害は約２００件。その１．

５割弱が神奈川県であり、全国最多です。さらに豪雨の７月には県内で６０件以上のがけ崩

れが発生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

２００２年度の国の発表によると、県内にはが

けの勾配３０度以上、高さ５m以上、崩壊により

被害の恐れがある家屋が５戸以上という危険な

がけ地が約２，５００カ所あります。 

この内、土地所有者の要望があり、工事実施基

準を満たせば、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、

公共工事や県単独の工事に着手することが可能

となります。これまでに工事完了に至ったのは、

約１，４００カ所とのことです。 

今年度は昨年の１．２倍に当たる

約４０億円を計上し、新たに着手する

もの、工事中のもの、合わせて年度内

約２００カ所で整備を進めるとのこ

とです。また、今年２月策定の神奈川

県水防災戦略における急傾斜地崩壊

対策事業費の項目では、３年間で「５

割増となる年間１５カ所程度の概成

を目指す」とされています。 

対応は強化されていますが、指定を受けても長い間待たされているとの声や測量から工事

完了まで４～５年かかるケースも多くあり、このスピードでは不十分です。 

指定後の未着手は、土地所有者の都合によるもの含め約５０カ所、工事途中は約１３０カ

所、さらに、指定に至っていない約９００の危険箇所を加えると、１，０００カ所以上が未

だ安全性を確保できていないということになります。早めることが必要です。 

そこで知事に伺います。 

昨年の豪雨災害や今年のがけ崩れの状況を踏まえると、急傾斜地整備は工事完了及び新た

な着工を格段に早める必要があります。そのためには、予算をさらに増やすことが一義的に

必要と思われますが、見解を伺います。以上です。 
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［黒岩知事］最後に、神奈川県を災害から守ることについてです。 

県では、がけ崩れ災害から県民の命を守るため、危険箇所の周知等を計るソフト対策と併

せて、施設整備を行うハード対策を進めています。 

県内には、県東部の丘陵地を中心に、擁壁等の施設整備を必要とする危険な急傾斜地が約

２,５００カ所あり、その整備率は約５割という状況です。 

近年の豪雨災害の頻発化、激甚化が懸念される中で、施設整備についてはこれまで以上の

スピードで進めていく必要があると認識しています。 

そこで県では、厳しい財政状況の中、今年２月に「水防災戦略」を策定し、予算の増額を図

りながら施設整備を推進しており、また、多額の費用を要するため、国の交付金をできる限

り活用することも必要です。 

このため、引き続き様々な機会を捉え、本県のがけ崩れ対策の重要性を強く国に訴え、十

分な予算の確保に努めながら、急傾斜地崩壊対策にしっかりと取り組んでまいります。 

私からの答弁は以上です。 

 

＜要 望＞ 

［君嶋議員］最後に、災害は自助努力だけでは如何ともしがたいことが多くあります。その

点では公助の力がまさに試されると思いますので、自然災害が激化している中で、自治体施

策と職員のみなさんの専門性が頼りです。 

職員のみなさまのご苦労に敬意を表しつつ、期待を込めて私の質問を終わります。ありが

とうございました。 

 


